
福岡県庁で農業職として一緒に働いてみませんか？

○農林水産政策課
部内の総合企画、試験研究調整

○園芸振興課
果樹、野菜、花き、茶などの生産振興、流通対策

○水田農業振興課
米・麦・大豆の生産振興や消費拡大、意欲ある農業者・生産組織
などの育成、農地の利用集積に関する業務

本庁

専門の資格を持った普及指導員が、市町村やＪＡ等の各関係機関と連
携を図りながら、直接農業者に接して生産技術や農業経営の指導・相
談にあたり、意欲ある担い手の育成や地域農業の振興に努めています。

普及指導センター

県内の農林家や農林業団体、消費者などの要望に応えるため、
ブランド化を進める新品種の開発や、競争力の高い農林業を支
える技術の開発などの研究課題に取り組んでいます。

農林業総合試験場

農業職の仕事内容は、農業行政、普及指導及び試験研究と、大きく３つの分野に分かれ、
①農業行政は、福岡県農林水産業・農山漁村振興条例に基づき、農業振興施策を企画立案し、推進
②普及指導は、生産現場の第一線で新品種・新技術の普及、産地の育成、農業経営力など、生産者等
とともに現場の課題解決
③試験研究は、新品種・新技術の開発などの研究
に取り組んでいます。

勤務先は、本庁の農林水産政策課、園芸振興課、水田農業振興課などの課や、県内の農林事務所、普及指導
センター、農林業総合試験場、農業大学校等に配属されます。

仕事内容と主な勤務先

福岡県農業職 採用案内



一言メッセージ
直接農家の皆さんに接して行う
栽培技術や経営改善指導、農協
や行政など地域の関係者と連携
した農業振興など、業務は多岐に
わたります。
現場の声に耳を傾け、一緒に考
える姿勢を大切にしています。

これまでの県歴

入庁～３年目 経営技術支援課 技師

４年目～ 飯塚普及指導センター 技師～主任技師

一日の流れ

８：００ 時差出勤制度を活用し、渋滞の少ない朝に出勤

しています。出勤後は１日の予定を確認します。

９：３０ 担当する野菜の生育を確認するため、農家を訪

問し、生育状況の聞き取りや現地調査を行いま

す。

１３：００ 就農希望者の相談に対応するため、所内の経営

担当者、市町村の担当者と、現状や今後につい

て聞き取り、就農に向けた提案や助言を行いま

す。対応内容は、上司や係員に情報共有します。

１６：４５ 事務処理を済ませて帰宅します。休日は趣味の

マラソンの練習に打ち込んでいます。

入庁５年目
飯塚農林事務所
飯塚普及指導センター
野菜係 主任技師

一言メッセージ
農業職は部署によって仕事内容
が大きく異なるため、様々な角度
から福岡県の農業にアプローチで
きる職種です。農業は食料の供給
だけでなく、土地の保全や水源の
かん養といった多面的機能をも
つ重要な産業ですが、高齢化など
の課題も多いので、「福岡県の農
業をもっと発展させたい、未来へ
繋ぎたい」という熱い思いを持つ
方と一緒に働けることを楽しみに
しています。

これまでの県歴

入庁 ～５年目 朝倉普及指導センター 技師～主任技師

６年目～９年目 水田農業振興課 主任技師

10年目～12年目 農林水産政策課 主任技師～技術主査

13年目～現在 農山漁村振興課 技術主査

一日の流れ

９：００ 業務開始。１日のスケジュールとメールの確認

などを行います。

９：１５ 中山間地域農業の振興に関する事業について

進捗状況や課題をWEB会議で国と共有・協議し

ます。

１３：００ 市町村からの補助事業の申請書類を確認した

り国への提出書類の作成を行います。

１５：３０ 次年度の新規事業に関して財政課と予算協議

を行います。財政課との協議は複数回行い、

新規事業の必要性を伝えます。

１７：４５ 退庁後は職場の同僚と飲みに行ったりしてい

ます。

入庁14年目
農林水産部
農山漁村振興課
中山間地域振興係
技術主査

若手職員の一日

case01

case02



人材育成の取組

このほかにも、基礎的な知識や技術を習得する新任者研修、普及指導員資格取得のための研修、専門分野
の技術強化のための研修、農林水産省への職員派遣などを実施しています。
また、毎年、各研究分野の研究発表会や普及業務における検討会等を実施し、職員の資質向上に努めてい

ます。

先輩職員からのメッセージ

農林水産部
福岡の食販売促進課長

主な県歴
・昭和６３年 入庁
・令和３年 農林業総合試験場農産部長
・令和６年 福岡の食販売促進課長

福岡県は、「あまおう」を始め、全国に誇れる豊かな農産物の生産県です。農業者が丹精を込め
て作った農産物を国内外にアピールし、販売・消費拡大を進め、本県農業の競争力強化による農
業者の所得向上を図ることも、農業職の重要な業務となります。県の看板を背負って、「福岡の
食」を世界に発信することに、大きなやりがいと誇りを感じています。是非、魅力あふれる福岡
県の農業を一緒に盛り上げていきませんか。

受験者の皆さんへ

職層 人事配置の考え方 階層別研修

　　技師

　20代前半
　～20代後半

〇新規採用職員研修
〇技師研修
　（採用３年目又は５年目）
〇主任昇任研修

　技術主査

　30代後半
　～40代前半

〇主査研修

ライン係長
40代前半

　～40代半ば

課長補佐
40代半ば

　～50代前半

〇係長研修

〇課長補佐研修

課長級

次長級

部長級

　50代前半～

〇課長級研修
〇所属長研修

〇主任選択必修研修
　（主任昇任後５年目）

　主任技師

　20代後半
　～30代後半

＜採用後10年間（早期人材育成期間）＞

○ 本庁と出先機関の人事交流や異なる部門を経験

することを基本とした人事配置

○ 異動年限は３～５年

○ 本人の適性を踏まえながら、引き続き、将来の

キャリア形成の幅を広げることを意識した人事配置

○ 異動年限は３～５年

○ これまでの職務経験や本人の適性等を踏まえた

人事配置

○ 異動の目安は２～３年



勤務条件など

勤務時間・休暇

勤務時間は７時間４５分が基本です。始業時間は①８時～②８時３０分～、③９時～、④９時３０分～、⑤１０時～ の中から選択

（１日単位で選択可）できます。

休日は土曜日・日曜日（完全週休２日制）、祝日、年末年始です。年次休暇は１暦年毎に２０日あり、最大２０日まで翌年に繰り越

すことができます。そのほか有給休暇として、特別休暇（夏季（６日間）、結婚、長期勤続、忌引等）、病気休暇の制度があります。

※窓口・施設など部署により、勤務時間や休日が異なる場合があります。

給与

働きやすい職場を目指しています

・ワーク・ライフ・バランスの推進

毎週水曜日と金曜日、毎月１９日（育児の日）を全庁一斉定時退庁日としていることに加え、毎年７月及び８月のそれ

ぞれ第３週を定時退庁推進週間としています。

さらに、１日の勤務終了後から翌日の勤務開始までの間に原則として１１時間以上のインターバル（休息）時間を確保する

「勤務間インターバル」や、年間を通して連続休暇（１０日以上の連続休暇を２回以上）の取得を促す
「連続休暇取得促進」の取組みを推進しています。

・子育てしやすい環境の整備

産前産後休暇や育児休業のほか、育児短時間勤務、父親育児休暇、子の看護休暇など、子育て支援のための制度を設けて

います。

また、本県の独自策として、仕事と育児を両立しやすい職場環境をつくるため、育児休業を取得した職員の業務を分担した

同僚職員に対して勤勉手当の加算を行っています。（令和５年度男性育児休業取得率は７５．０％）

・働き方改革の推進

全ての職員がワーク・ライフ・バランスを実現しながら、それぞれの能力を十分に発揮できる、働きやすい県庁をめざした

「働き方改革」を推進しています。特に、慣習にとらわれない若手職員のアイデアを提案として取り入れる「若手職員
による業務の見直し」や県の将来の発展に向けて取るべき方向や政策について職員が自主的に研究、提言する
「未来への提言」などを通じて、若い職員の発想や提案を積極的に取り込み、県庁の活性化、風通しの良い職場づくりを
進めています。

農業職の業務に関する問合せ 試験に関する問合せ
福岡県農林水産部農林水産政策課 福岡県人事委員会事務局任用課
電話番号： 092-643-3464         電話番号：092-643-3956
メールアドレス：nousui@pref.fukuoka.lg.jp メールアドレス： saiyo@pref.fukuoka.lg.jp

※試験の実施状況や応募方法等、詳しくは県のホームページをご確認ください

初任給およびモデル給与は次のとおりです（令和７年１月現在）。また、期末・勤勉手当（ボーナス）が1年間に約4.6月分支給さ
れます。ただし、これらの額は条例などの改正により変更になることがあります。

＜初任給＞ ＜モデル給与＞30歳、扶養家族の配偶者と子１人、家賃6万1千円の場合

試験の種類 初任給 Ⅰ類 Ⅱ類

Ⅰ類試験（大学卒業程度） 240,000円程度 基本給 273,200円 271,200円

Ⅱ類試験（短大学卒業程度） 224,000円程度 地域手当 15,600円 15,500円

※職歴・学歴・経験年数により加算される場合があります。 扶養手当(配偶者,子１人） 16,500円 16,500円

住居手当 28,000円 28,000円

通勤手当(受給者の平均) 18,200円 18,200円

合計 351,500円 349,400円

※このほか、正規の勤務時間を超えて勤務した場合には時間外勤務手当が

支給されます。

※このほか、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当がそれぞ

れの条件に応じて支給されます。


